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（1）

東京法務局訟務部

令和7年（ワ）第7441号国家賠償請求事件
原 告



2025年8月22日 13時37分

日本国憲

2,3

2.5

NO. 2918 48

$59.3.23

$63. 12. 25

憲法314条の「正当な理由」

事件があるということにとどま

味することなど

558.4.25

H30. 11.20

R6. 7.30

などを確保することを目的とす

提としていること、刑訴法89

東京法務局訟務部

略話等は準備書面の例による。
標号 証E （作成者）

「注釈
法」上誉
（樋口陽※一ほか
著）

与し

22 憲法学教室 I
（浦部法穂著）
ポケット註釈全書
憲法（上）［新
版］
（佐藤功著）
逐条集務刑事訴訟
法

写し

写し

写し

（伊丹俊産著）

大コンメンタール
刑事訴訟法［第三
版］第2巻
（中山善房ほか

写し

P.

作成
年月日 立証趣旨

とは、単に犯罪事実ないし被告

らず、それを含めて拘禁を必要とする合理的：実質的理由を高

同上

同上

勾留の制度が、刑事裁判を適
正に運営し国家刑罰権を行使す
るために被疑者及び被告人を拘
束して罪証隠滅を防止し、出頭

ることなど
勾留の制度の目的、必要的保

親の制度が無罪推定の原則を前

条1号の趣旨
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2025年8月22日 13時37分

2.6

28

210
211

日本国憲法

17回会議の議事

NO. 2918 49

R6. 7.15

523.9.28

9条1号の「罪を犯したもので

過程について

$23.6.11

553.9.4

$47. 3.30

H24. 12.25

昭和23年6月11日に開催
された刑事訴訟法の改正に関す

の運用のために必要やむを得な

に含まれること

東京法務局訟務部

27

編）
条解 刑事訴訟法
［第5版増補版］
（松本時夫ほか
編）
新刑事訴訟法概説
（野木新一ほか
著）
第二回国会参議院
司法委員会会議録
第四十号
（酸議院事務局）

29 全計
（宮澤俊義・芦部
信喜著）
憲法講義［改訂
版］（上）
（小林直樹著）
「新時代の刑事司
法制度特別部会」
（特別部会）の第

写し

写し

与し

写し

与し

写し

P.

刑事訴訟法の目的、刑訴法8

あるとき」と言う文言の意義、
刑訴法81条本文の趣旨など
刑訴法60条1項2号の制定

る公聴会において、罪証限滅を理由とする勾留が公平な司法権

い措置である旨の発言がされて．
いたこと
憲法34条と刑訴法の関係に

ついて

罪証隠滅のおそれがあること
は憲法34条の「正当な理由」

特別部会において、勾留要件
や保釈要件の在り方について議
論がされ、その中でされた発育
について
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https://
https://www.call4.jp/file/pdf/202509/759d2f91c27bb39c7a1a60acebe12e89.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202509/763f6f50b6d0a89e8fcd43ae2976f1c9.pdf
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2,13

214

2,16

（2）

H25. 3.8

H26. 7.9

H29. 1.30

$23

528. 11.10

- 4

NO. 2918 50

長であったこと

東に関する判断の在り方につい

こととされたこと

であるかどうかは憲法34条の

東京法務局訟務部

Z1 2 「新時代の刑事司
法制度特別部会」
（特別部会）第2
作業分科会出席者
名簿
「新たな刑事司法
制度の構築につい
ての間査審議の結
果【案】」

21 5

注釈日本国憲法

（長谷部恭男編）

「新刑事訴訟法ー
提案理由と國会の
修正 」

（最高裁判所事務
局刑事部）
註解日本国憲法
（上巻）

写し

写し

写し

与し

写し

P.

11記載の高橋幹事が、最
高裁判所事務総局刑事局第一課

特別部会の最終的なとりまと
めにおいて、勾留要件や保釈用
件を改めるのではなく、身体拘
て、現行法上確立している解釈
を法文に明記する改正を求める

憲法1.8条が奴隷的拘束の絶
対的禁止を定めていること、同
上の「意に反する苦役」の意義
についで
刑訴法89条1号の制定の経
緯について

必要的保釈の除外事由が適切

https://www.call4.jp/file/pdf/202509/9925f2885e37c3bef71b961b604bba49.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202509/69f7af883e878d2f770849ae9010e885.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202509/a891dba06c0d1de8ae7ca17d1ba40dd8.pdf


2025年8月22日 13時38分 NO. 2918 51

2.17
「正当な理由」との関係におい

刑に処せられる場合であり、保

を防止することができないと定

- 51

東京法務局 訟務部 P.

（法学協会編）

注釈 刑事訴訟法
［第3版］第2巻
（河上和雄ほか
編）

写し R2. 6.1
て考えるべきこと
刑訴法89条1号は、いわゆ
る重罪といわれるもので、有罪
の判決がなされると相当に重い

釈保証金の担保によっては逃亡

型的に考えられたため、設けら
れた規定であること、同条3号
は、同号に規定するような被告人は、定型的に逃亡のおそれが
きわめて強いため、必要的保釈
の除外事由とされたものである
こと


